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・中央卸売市場移転予定地における土壌汚染対策業務 図面（案） 

・図面番号４ 排水処理施設 

・図面番号８ 仮設テント 

・図面番号１１ エアースパージング設備標準図 

・土壌汚染対策の流れ 
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年度

月

専 門 家 会 議

業　務　計　画

準 備 ・ 仮 設

掘削オンサイト処理

エアースパージング

盛  土  移  動

土壌汚染対策の流れ

29年度 30年度

12 1 2 3 4 5 6 1 2 37 8 9

※　本表は、土壌汚染対策の「流れ」を表すものである。
※　表中のグループ①～⑤は、掘削オンサイト処理における施工エリアの区分を示している。
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専門家会議

土壌汚染対策法に基づく特定有害物質と関係する基準値等の一覧表

含有量基準 溶出量基準 第二溶出量基準

（mg/kg） （mg/L） （mg/L） （mg/L） （mg/L） (m)

――― 0.002以下 0.02以下 0.002以下 0.002以下 概ね1,000

――― 0.004以下 0.04以下 0.004以下 ――― 概ね1,000

概ね1,000

概ね1,000

――― 0.04以下 0.4以下 0.04以下※
１

0.04以下※
１ 概ね1,000

――― 1以下 3以下 1以下 ――― 概ね1,000

――― 0.006以下 0.06以下 0.006以下 ――― 概ね1,000

――― 0.03以下 0.3以下 0.01以下 0.01以下 概ね1,000

――― 0.01以下 0.1以下 0.01以下 0.01以下 概ね1,000

――― 0.002以下 0.02以下 0.002以下 ――― 概ね1,000

――― ――― ――― 0.05以下 0.05以下 概ね1,000

150以下 0.01以下 0.3以下 0.003以下 0.003以下 概ね80 ○
250以下 0.05以下 1.5以下 0.05以下 0.05以下 概ね500 ○
50以下 検出されないこと 1以下 検出されないこと 0.01以下※２ 概ね80

0.0005以下 0.005以下 0.0005以下 0.0005以下

うちアルキル水銀 検出されないこと 検出されないこと 検出されないこと ―――

150以下 0.01以下 0.3以下 0.01以下 0.01以下 概ね80 ○
150以下 0.01以下 0.3以下 0.01以下 0.01以下 概ね80 ○
150以下 0.01以下 0.3以下 0.01以下 0.01以下 概ね250 ○
4000以下 0.8以下 24以下 0.8以下 0.8以下 概ね250 ○
4000以下 1以下 30以下 1以下 １以下 概ね250 ○

――― 0.003以下 0.03以下 0.003以下 ――― 概ね80

――― 0.006以下 0.06以下 0.006以下 ――― 概ね80

※１：1,2-ジクロロエチレン（シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレンの合計）

※２：シアン化物イオン及び塩化シアン
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概ね80

概ね80

土壌汚染対策法 地下水
環境基準

水道水質基準
地下水汚染の
到達距離

――― 検出されないこと 1以下

――― 0.02以下 0.2以下

―――
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0.02以下
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質
）

概ね1,000

概ね1,000

概ね1,000

――― 0.02以下 0.2以下

テトラクロロエチレン

（パークロロエチレン）
――― 0.01以下 0.1以下

――― 0.１以下 １以下

重
金
属
等

（
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種
特
定
有
害
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質
）

農
薬
等

（

第
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種
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定
有
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有機りん化合物

（パラチオン、メチルパラチオ
ン、メチルジメトン及びEPNに
限る。）

ＰＣＢ

（ポリ塩化ビフェニル）

ふっ素及びその化合物

ほう素及びその化合物

シマジン（CAT）

チウラム

チオベンカルブ

（ベンチオカーブ）

シアン化合物

水銀及びその化合物

（D-D）
――― 0.002以下

検出されないこと 0.003以下

15以下

セレン及びその化合物

鉛及びその化合物

(参考)１,４－ジオキサン

カドミウム及びその化合物

六価クロム化合物

0.02以下

クロロエチレン

項　　　　目
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質

四塩化炭素

１,２－ジクロロエタン

１,１－ジクロロエチレン

（塩化ビニリデン）

ジクロロメタン

（塩化メチレン）

砒素及びその化合物

１,１,１－トリクロロエタン

１,１,２－トリクロロエタン

トリクロロエチレン

シス－１,２－ジクロロエチレン

１,３－ジクロロプロペン

ベンゼン

○

概ね80

自然由来特例
区域対象
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